
岩倉市公共施設再配置計画（改定版）新旧対照表
※主な改定内容を記載しています。
※改定箇所を下線で示しています。

頁 改定後 改定前 改定理由
全体 本文中の年度表記を、和暦と西暦に併記する。
全体 経過年数の更新

第１章　公共施設再配置計画の概要 第１章　公共施設再配置計画の概要
1．計画の目的 1．計画の目的

1

（略）
なお、今回の見直しにあたっては、令和4年3月31日現在の施設

や財政状況の修正、再配置計画案の一部の見直しを行いました
が、公共施設の再評価は行っておりません。

（略）
(新） 今回の見直し内容の概要

を追記

4.縮減目標 4.縮減目標

2

（略）
予防保全型管理を行った場合、40年間に必要な更新等に係る経

費の見込みは全体で約334億円（約8.4億円/年）となり、事後保全
型管理の約453億円（約11.3憶円/年）と比べると、約26％縮減され
る見込みとなります。しかし、充当可能な財源の見込みは約164億
円（約4.1億円/年）であり、約4.1億円/年の財源が不足します。

（略）
予防保全型管理を行った場合、40年間に必要な更新等に係る経

費の見込みは全体で約334億円（約8.4億円/年）となり、事後保全
型管理の約453億円（約11.3憶円/年）と比べると、約26％縮減され
る見込みとなります。しかし、充当可能な財源の見込みは約168億
円（約4.2億円/年）であり、約4.2億円/年の財源が不足します。

記載誤りのため修正

5.計画の対象施設 5.計画の対象施設

3

　本計画の対象施設は、本市が保有する77施設の公共施設（延床
面積が30㎡以上の建物で、自転車置き場や倉庫などの簡易な建
物などを除く）のうち、以下の58施設とします。

　本計画の対象施設は、本市が保有する76施設の公共施設（延床
面積が30㎡以上の建物で、自転車置き場や倉庫などの簡易な建
物などを除く）のうち、以下の58施設とします。 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
表．＜「岩倉市公共施設再配置計画」の対象施設一覧＞ 表．＜「岩倉市公共施設再配置計画」の対象施設一覧＞

3 時点修正

表．＜対象から除外した施設＞ 表．＜対象から除外した施設＞

3
　現状に合わせた記載内容に
修正



頁 改定後 改定前 改定理由
表．＜公共施設一覧表＞ 表．＜公共施設一覧表＞

4 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由

5

※令和4年（2022年）3月31日現在
（略）

　　※2018年4月時点の値
  　 （略）

時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
図.＜公共施設の配置状況＞ 図.＜公共施設の配置状況＞

6 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
第２章　岩倉市の現況 第２章　岩倉市の現況
１. 公共施設の保有状況 １. 公共施設の保有状況
(1) 公共施設の保有状況 (1) 公共施設の保有状況

7

令和3年度（2021年度）に改定した「岩倉市公共施設等総合管理
計画」において対象とした公共建築物（延床面積が30㎡以上の建
物で、自転車置き場や倉庫などの簡易な建物などを除く）の総数
は、77施設（124棟）で、延床面積は102,289㎡です。

2016年度に策定した「岩倉市公共施設等総合管理計画」におい
て対象とした公共建築物（延床面積が30㎡以上の建物で、自転車
置き場や倉庫などの簡易な建物などを除く）の総数は、76施設（123
棟）で、延床面積は101,273㎡です。

時点修正

図．＜施設分類別の延床面積の割合＞ 図．＜施設分類別の延床面積の割合＞

7 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
（2）公共施設の保有状況の推移 （新）

7

平成28年度（2016年度）から令和4年度（2022年度）（見込）まで
の各年度4月1日時点での施設保有量の推移になります。平成28
年度（2016年度）から令和4年度（2022年度）の間では施設保有量
が増加しました。これは主に、平成28年度（2016年度）に学校給食
センター、平成29年度（2017年度）に五条川小学校放課後児童ク
ラブ施設、令和3年度（2021年度）に岩倉北小学校屋内運動場等
複合施設を建設したためです。

（新）
総務省作成の策定指針に
基づき項目を追加

図．施設保有量の推移 （新）

7 （新）
総務省作成の策定指針に
基づき項目を追加



頁 改定後 改定前 改定理由
（3）公共建築物の建築後の経過年数の割合 （新） 小分類の項目を追加

8
　本市の公共建築物は、1960年代から1980年代にかけて、集中的
に整備が行われています。その約7割の施設が、建設されてから30
年が経過しており、全体的に老朽化が進行している状況です。

　本市の公共建築物は、1960年代から1980年代にかけて、集中的
に整備が行われています。その約6割の施設が、建築後の経過年
数が30年を超えており、全体的に老朽化が進行している状況です。

時点修正

図．＜公共建築物の建築後の経過年数割合＞ 図．＜公共建築物の建築後の経過年数割合＞ 小分類の項目を追加

8
時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
（3）公共建築物の有形固定資産減価償却率の推移 （新）

8

　平成28年度（2016年度）から令和3年度（2021年度）までの各年
度４月１日時点での有形固定資産（土地を除く）の減価償却の進
展の割合を示す施設分類別の有形固定資産減価償却率の推移
になります。全体的に上昇傾向にありますが、特に公営住宅や医
療施設の老朽化が進んでいることがわかります。なお、平成29年
度（2017年度）に学校教育系施設が減少したのは、学校給食セン
ターを建て替えたため、また、令和3年度（2021年）に公園・広場等
（建築物）が大きく減少したのは、夢さくら公園休憩所を整備したた
めです。

（新）
総務省作成の策定指針に
基づき項目を追加

図．＜有形固定資産減価償却率の推移＞ （新）

8 （新）
総務省作成の策定指針に
基づき項目を追加



頁 改定後 改定前 改定理由
３. 財政状況 ３. 財政状況

10

　平成20年度（2008年度）から令和元年度（2019年度）までの本市
の歳入は概ね140億円から160億円で推移しています。そのうち市
税は概ね62億円から69億円で推移しています。なお、令和2年度
（2020年度）の決算額が約230億円と平年と比べて多くなっている
のは、特別定額給付金給付事業を始めとした新型コロナウイルス
感染症の感染症対策事業により、国庫支出金による約56億円の
歳入があったためです。

　2008年度から2017年度までの本市の歳入は概ね140億円から
160億円で推移しています。そのうち市税は概ね62億円から67億円
で推移しています。（新）

時点修正

図．＜過去13年間の歳入の推移＞ 図．＜過去10年間の歳入の推移＞

10 時点修正

10

　平成20年度（2008年度）から令和元年度（2019年度）までの本市
の歳出は概ね130億円から160億円で推移しています。そのうち普
通建設事業費は概ね7憶円から24億円で推移しています。なお、令
和2年度（2020年度）の決算額が約216億円と平年と比べて多く
なっているのは、特別定額給付金給付事業を始めとした新型コロ
ナウイルス感染症の感染症対策事業により、主に補助費等による
約57億円の歳出があったためです。

　2008年度から2017年度までの本市の歳出は概ね130億円から
160億円で推移しています。そのうち普通建設事業費は概ね7憶円
から24億円で推移しています。（新）

時点修正

図．＜過去13年間の歳出の推移＞ 図．＜過去10年間の歳出の推移＞

10 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
第３章 公共施設の目指すべき姿と公共施設再配置計
画の基本方針

第３章 公共施設の目指すべき姿と公共施設再配置計
画の基本方針

２. 公共施設再配置計画の基本方針 ２. 公共施設再配置計画の基本方針
方針５　ユニバーサルデザイン化の推進 （新）

12
◆施設の改修・更新等の際には、市民ニーズや施設の状況等を
踏まえながら、すべての人が安全で安心して利用できる施設とな
るように、ユニバーサルデザイン化を推進します。

（新）
総務省作成の策定指針に
基づき項目を追加

第４章　公共施設の一次評価 第４章　公共施設の一次評価
３. 一次評価の結果 ３. 一次評価の結果
(1) 市民利用型施設 (1) 市民利用型施設

18

市民利用型施設のポートフォリオ分析の結果を以下に示します。
Ａ評価となった7施設（図書館、生涯学習センター、地域交流セン
ター（みどりの家）、地域交流センター（くすのきの家）、第三児童
館、第四児童館、多世代交流センターさくらの家）は継続使用とし二
次評価の対象から除外します。また、岩倉駅自転車駐車場につい
ては、Ｃ評価でありソフト評価が低い結果となっていますが、用途
が特化しており立地が限定されていること、また、施設自体の稼働
率は約95％と高いため、二次評価の対象から除外します。それ以
外の施設については二次評価を行い、再編手法を検討します。

市民利用型施設のポートフォリオ分析の結果を以下に示します。Ａ
評価となった7施設（図書館、生涯学習センター、地域交流センター
（みどりの家）、地域交流センター（くすのきの家）、第三児童館、第
四児童館、多世代交流センターさくらの家）は継続使用とし二次評
価の対象から除外します。（新）それ以外の施設については二次評
価を行い、再編手法を検討します。

岩倉自転車駐車場の二次
評価の対象から除外となる
説明の追記

第７章　再配置計画案 第７章　再配置計画案
２. 再配置計画案の抽出 ２. 再配置計画案の抽出
(２) 統合（6施設） (２) 統合（6施設）

72

（略） （略）

時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
(３) 複合化（13案） (３) 複合化（13案）

73

（略） （略）

岩倉北小学校屋内運動場
等複合施設が建設したこと
による修正

(４)規模縮小を伴う更新（3施設） (４)規模縮小を伴う更新（3施設）

73
～
74

（略）
規模縮小を伴う更新と評価された施設は全て学校であるため、

「岩倉市学校施設長寿命化計画」の考え方に従うものとします。第1
期に大規模改造の実施時期を迎える施設の中では、岩倉東小学
校が最も古く、児童数の減少も著しいため、「岩倉東小学校の規模
縮小」を再配置計画案としましたが、縮減費用を検証した結果、以
下のとおりに改めます。

（略）
規模縮小を伴う更新と評価された施設は全て学校であるため、

「岩倉市学校施設長寿命化計画」の考え方に従うものとします。第1
期に大規模改造の実施時期を迎える施設の中では、岩倉東小学
校が最も古く、児童数の減少も著しいため、「岩倉東小学校の規模
縮小」を再配置計画案とします。

再配置計画案の検証した
結果、見直し案を修正

(５) まとめ (５) まとめ

74

　以上より、第1期の再配置計画案は、以下のとおりとします。

　なお、見直し前にあった再配置計画案4については、実施時期を
見直します。

　以上より、第1期の再配置計画案は、以下の通りとします。

再配置計画案の修正

・岩倉東小学校は児童数が減少しており、施設に余裕があると

考えられることから、大規模改造時期に地域への開放を検討し、

施設の活用状況の向上を図ります。

・令和27年（2045年）の改築時期に規模縮小を検討します。

・「岩倉市学校施設長寿命化計画」において、岩倉東小学校の

校舎の大規模改造実施時期は2025年となっており、実施時期

まで7年であることから、規模縮小の方向性を早期に検討する

必要があります。

・岩倉東小学校は児童数が減少しており、施設に余裕があると

考えられることから、規模縮小と合わせて地域への開放を検討

し、施設の活用状況の向上を図ります。



頁 改定後 改定前 改定理由
３. 再配置計画案 ３. 再配置計画案
 (１) 青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡  (１) 青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡

75

青少年宿泊研修施設希望の家は、集団宿泊生活や野外活動等
を通じて青少年を自然に親しませ、豊かな心を育むことを目的に設
置された施設であり、非日常の体験ができる貴重な場所であること
から、施設の特性を生かして、民間等への「譲渡」を検討します。
（略）

青少年宿泊研修施設希望の家は、集団宿泊生活や野外活動等
を通じて青少年を自然に親しませ、豊かな心を育むことを目的に設
置された施設であり、非日常の体験ができる貴重な場所であること
から、運営の合理化による事業の継続を目指して、民間等への「譲
渡」を検討します。
（略）

適切な表現へ修正

② 実現に向けた今後の検討事項 ② 実現に向けた今後の検討事項

76

〇先行事例について調査し、譲渡時の条件やスケジュール、募集
条件等の整理を行います。
〇市場性を把握するため、指定管理者との協定期間内にサウン
ディング調査の実施を検討します。【検討・実施済】
〇サウンディング調査の実施にあたり、現在の機能（野外宿泊施
設、デイキャンプ場、陶芸窯等）をサウンディング調査の条件に盛り
込むか検討します。【検討・実施済】

〇先行事例について調査し、譲渡時の条件やスケジュール、募集
条件等の整理を行います。また、市場性を把握するため、指定管理
者への委託期間内にサウンディング調査の実施を検討します。
〇サウンディング調査の実施にあたり、現在の機能（野外宿泊施
設、デイキャンプ場、陶芸窯等）をサウンディング調査の条件に盛り
込むか検討します。

見直し時点での検討事項
に修正

③ 再配置にあたっての課題・留意点 ③ 再配置にあたっての課題・留意点

76
～
77

・救援部隊活動拠点に指定されていることから、民間事業者へ施
設を譲渡するにあたっては、代替の活動拠点を検討する必要があ
ります。
・現在の機能（野外宿泊施設、デイキャンプ場、陶芸窯等）の代替
の必要性について、検討する必要があります。
・施設が市街化調整区域内にあるため、譲渡先の民間事業者の選
定にあたっては、譲渡後の施設の設置及び運営が愛知県の開発
審査会基準に適合するのか検討する必要があります。

・高齢者や車椅子利用者等のために、和室のある施設を代替の避
難所として検討する必要があります。
・市街地から離れて利用しにくいため、駐車場の確保等、利便性の
向上を図り、市外からも利用者を誘致できるような施設として検討
する必要があります。
・譲渡先の民間事業者の選定にあたっては、利用料の設定や用途
転用の可否など、運営条件の緩和を検討する必要があります。

見直し時点での課題・留意
点に修正



頁 改定後 改定前 改定理由

(２) 市立体育館の廃止と岩倉北小学校屋内運動場の
新設及び放課後児童クラブの複合化

(２) 市立体育館の廃止と岩倉北小学校屋内運動場の
新設及び放課後児童クラブの複合化

② 実現に向けた今後の検討事項 ② 実現に向けた今後の検討事項

79

〇放課後児童クラブの需要の見込みに基づく必要面積の算定と複
合施設の配置計画を策定します。【検討・実施済】
〇屋内運動場の一般利用や送迎に対応する動線計画を検討しま
す。【検討済】
〇需要に応じて新たに駐車場の設置を検討します。【検討済】
（略）
※再配置計画の効果については、現在、事業を実施中のため見
直しを行っておりません

〇放課後児童クラブの需要の見込みに基づく必要面積の算定と複
合施設の配置計画を策定します。
〇屋内運動場の一般利用や送迎に対応する動線計画を検討しま
す。
〇需要に応じて新たに駐車場の設置を検討します。
（略）
（新）

見直し時点での検討事項
の進捗状況を反映

事業を実施中のため、再配
置計画の効果について見
直していないことの記載

③ 再配置にあたっての課題・留意点 ③ 再配置にあたっての課題・留意点

80

（削除）
・複合化にあたっては、基本設計時のワークショップなどにおいて、
事前に利用者から意見聴取を実施し反映してきたが、施設を供用
した後に発見された場合の施設の利用・管理上の問題等について
は、施設管理者や学校職員等と対応する必要があります。
(削除）

・岩倉北小学校屋内運動場を現在のプールの位置に新設する場
合、学校プールの代替案として、民間施設の利用等、民間活力の
活用を検討する必要があります。
・放課後児童クラブの複合化にあたっては、事前に利用者に対して
ヒアリングを実施し、帰宅時間や駐車場の確保などに配慮する必
要があります。
・学校施設への複合化にあたっては、施設の管理方法等、施設管
理者や学校職員等と慎重に議論していく必要があります。
・安全管理を含めて検討することが重要であり、セキュリティ対策
や駐車場整備、アプローチ部分の道路改良等にかかる費用も含
めて検討する必要があります。

見直し時点での課題・留意
点に修正

(３) 北部保育園・仙奈保育園の統合及びあゆみの家の
複合化

(３) 北部保育園・仙奈保育園の統合及びあゆみの家の
複合化

② 実現に向けた今後の検討事項 ② 実現に向けた今後の検討事項

82
（略）
〇あゆみの家の他施設との複合化に向けて検討します。
（略）

（略）
〇あゆみの家の移転先を検討します。
（略）

見直し時点での検討事項
に修正



頁 改定後 改定前 改定理由
(４) 岩倉東小学校の規模縮小 (４) 岩倉東小学校の規模縮小
② 実現に向けた今後の検討事項 ② 実現に向けた今後の検討事項

85

(略） (略）

再配置計画案を見直したこ
とによる中長期事業計画及
び再配置計画の効果の修
正

③ 再配置にあたっての課題・留意点 ③ 再配置にあたっての課題・留意点

86

・外国にルーツをもつ子どもが多い特色を活かした文化活動、商業
施設や老人施設との複合化など、既存施設の有効活用を図りなが
ら多目的に利用し、他の学校とは違った特色を出せると良いと考え
ます。
・エレベーターを設置するなど、誰もが利用しやすい小学校を目指
すことを考えます。
（略）

・外国籍の子どもが多い特色を活かした文化活動、商業施設や老
人施設との複合化など、既存施設の有効活用を図りながら多目的
に利用し、他の学校とは違った特色を出せると良いと考えます。
・エレベーターを設置するなど、障害者を受け入れやすい小学校を
目指すことを考えます。
(略）

適切な表現へ修正



頁 改定後 改定前 改定理由
第４章　公共施設の一次評価 第４章　公共施設の一次評価
１. 公共施設再配置計画ロードマップ １. 公共施設再配置計画ロードマップ
表．＜公共施設再配置計画ロードマップ＞ 表．＜公共施設再配置計画ロードマップ＞

87 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由

88

（削除）

※岩倉中学校南館の大規模改造は2018年に実施済み

時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由

89 時点修正



頁 改定後 改定前 改定理由
用語集 用語集

94

（略）
や行

(略）

（略）
や行
(新）

（略）

総務省作成の策定指針に
より追加した項目の用語を
追加


